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(57)【要約】
【課題】アコーディオンドアの製作性と低コスト化とを
向上し、またカーテンの折り畳み厚さを極力薄くしてド
ア開口部の間口を広く使い勝手のよいものとする。アコ
ーディオンドアに高級な質感を持たせ、付加価値を高め
る。
【解決手段】　
　カーテン３を、布地や不織布，紙，合成樹脂の薄手な
シート材のうちのいずれかを樹脂コーティングし、これ
を蛇腹状に折り畳んで形成する。カーテン３の蛇腹状折
り返し部にそれぞれ直線状の折り線３ａを刻設する。カ
ーテン３の上端中間部に固着される中間ランナ３ｃの個
数をカーテン３の長さ１ｍあたり１～４個に設定する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛇腹状に折り畳まれるカーテンの上端に複数のランナを固着し、該ランナをドア枠の上
部に横架されるカーテンレールに装着して前記カーテンを伸縮自在に吊持したアコーディ
オンドアにおいて、
　前記カーテンを布地や不織布，紙，合成樹脂のシート材のうちのいずれかを樹脂コーテ
ィングして形成するとともに、カーテンの蛇腹状折り返し部にそれぞれ直線状の折り線を
刻設し、
　前記カーテンの上端中間部に固着される中間ランナの個数をカーテンの長さ１ｍあたり
１～４個に設定した
　ことを特徴とするアコーディオンドア。
【請求項２】
　前記アコーディオンドアは、前記蛇腹状に折り畳まれる２枚のカーテンを平行に配置し
、両カーテンの間を複数の連結板でつないだダブルカーテン型である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアコーディオンドア。
【請求項３】
　前記アコーディオンドアは、前記蛇腹状に折り畳まれる２枚のカーテンを面対称に配置
し、両カーテンの互いに近接する蛇腹状折り返し部間をカーテンの折り片と同形の連結片
でつないだハニカム型である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアコーディオンドア。
【請求項４】
　前記一対の側部フレームの下端に、マグネットの吸着によって前記カーテンの折り畳み
状態を保持する収納ホルダを固着した
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のアコーディオンドア。
【請求項５】
　前記ドア枠の一方の側框に、前記カーテンの折り畳み状態を保持する平面視略コ字状の
収納ホルダを固着した
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のアコーディオンドア。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛇腹状に折り畳まれるカーテンを伸縮させて建物のドア枠を開閉するアコー
デオンドアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の内部を後付けによって簡便に仕切る手段としてアコーデオンドアが知られている
。このアコーディオンドアには、蛇腹状に折り畳んだカーテンの両側縁に一対の側部フレ
ームを付設して、カーテンの上端に複数のランナを固着し、該ランナをドア枠の上部に横
架されるカーテンレールに装着して前記カーテンを伸縮自在に吊持するシングルカーテン
型（例えば、特許文献１参照）と、蛇腹状に折り畳まれる２枚のカーテンを面対称に配置
し、両カーテンの間に伸縮自在なリンク機構を配設して、該リンク機構とカーテンの両側
縁に一対の側部フレームを付設し、カーテンの上端に固着した複数のランナをドア枠上部
のカーテンレールに装着して前記カーテンを伸縮自在に吊持するダブルカーテン型（例え
ば、特許文献２参照）とがある。
【特許文献１】特許３２５６１４９号公報
【特許文献２】特許３７８１６６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の特許文献１，２に用いるカーテンは、耐久性や汚れ，生産性を考
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慮して、軟質な塩化ビニル製のシートを２枚重ねしたり、これら２枚のシートの間に補強
用の段ボールや合成樹脂製の芯材を挟んだ積層構造のものが用いられている。このため、
単純な１枚シートに較べると製作面やコスト面で不利である。さらに、特許文献２のダブ
ルカーテン型では、双方のカーテンをリンク機構に縫製する等の固定が必要となるため、
製作が煩雑となってより一層の高コスト化は避けられない。
【０００４】
　また、塩化ビニル製のカーテンは、蛇腹の折り返し部分を完全に折り曲げてしまうと亀
裂が入りやすくなるなど耐久性に影響がでる虞があるため、折り返し部を完全には折り曲
げず、若干のアール（円弧）を持たせている。このため、カーテンをドア枠の開方向へ折
り畳んだ際に、アール状の折り返し部分が膨らみとなって折り畳み厚さが嵩んでしまい、
ドア開口部の間口を狭く制約してしまうという欠点がある。
【０００５】
　この欠点は、カーテンの走行を案内するランナの個数が多い場合も同様で、カーテンを
ドア枠の一側方へ折り畳んだ際にランナ同士が先に当接してしまうことから、カーテンを
確実に薄く折り畳むことができず、ドア開口部の間口を狭く制約してしまう。
【０００６】
　また、塩化ビニル製カーテンの表面には、梨地やエンボス，色彩といった装飾加工が施
されるが、このような加工にも、見た目が比較的安価な塩化ビニルであるという印象を与
えることは避けられず、高級な質感を持たせることはできなかった。
【０００７】
　本発明は、かかる実情を背景にしてなされたもので、その目的とするところは、製作性
と低コスト化とを向上し、またカーテンの折り畳み厚さを極力薄くしてドア開口部の間口
を広く使い勝手のよいものとし、さらに高級な質感を持たせることにより、付加価値を高
めたアコーディオンドアを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述の目的にしたがって、蛇腹状に折り畳まれるカーテンの上端に複数のラ
ンナを固着し、該ランナをドア枠の上部に横架されるカーテンレールに装着して前記カー
テンを伸縮自在に吊持したアコーディオンドアにおいて、前記カーテンを布地や不織布，
紙，合成樹脂のシート材のうちのいずれかを樹脂コーティングして形成するとともに、カ
ーテンの蛇腹状折り返し部にそれぞれ直線状の折り線を刻設し、前記カーテンの上端中間
部に固着される中間ランナの個数をカーテンの長さ１ｍあたり１～４個に設定したことを
特徴としている。
【０００９】
　本発明のアコーディオンドアは、前記蛇腹状に折り畳まれる２枚のカーテンを平行に配
置し、両カーテンの間を複数の連結板でつないだダブルカーテン型であってもよく、ある
いは、前記蛇腹状に折り畳まれる２枚のカーテンを面対称に配置し、両カーテンの互いに
近接する蛇腹状折り返し部間をカーテンの折り片と同形の連結片でつないだハニカム型で
あってもよい。
【００１０】
　さらに本発明は、前記一対の側部フレームの下端に、マグネットの吸着によってカーテ
ンの折り畳み状態を保持する収納ホルダを固着したり、前記ドア枠の一方の側框に、前記
カーテンの折り畳み状態を保持する平面視略コ字状の収納ホルダを固着してもよい。
【００１１】
　本発明のアコーディオンドアは、樹脂コーティングした１枚の薄い布地や不織布，紙，
合成樹脂のシート材のいずれかをカーテンとして用いるので、塩化ビニルシートを積層し
た従来品よりも重量が軽く扱いやすいものとなり、蛇腹の折り返し部にそれぞれ直線状の
折り線を刻設することと相俟って、折り畳み厚さを極めて薄くなる。折り線の刻設は熱プ
レス等によって行われ、布地や不織布等のシート材を樹脂コーティング層が補強すること
から、長期間の使用にも折り線が消えたり亀裂を生じる虞が少ない。なお、カーテン材料
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としての紙は、強度や防水性並びに装飾性に優れた和紙が好ましい。
【００１２】
　本発明のカーテンは、折り線の間に挟まれた縦長の折り片が樹脂コーティングによって
適度な剛性を持つため、カーテンの上端中間部分を吊持する中間ランナの個数をカーテン
の長さ１ｍあたり１～４個に減少してもカーテンが撓みにくくなる。そして、中間ランナ
の個数をカーテンの長さ１ｍあたり１～４個に減少することにより、カーテンを折り畳ん
だ際にランナ同士が当接し合うことなく、カーテンを確実に薄く折り畳むことが可能とな
る。なお、中間ランナの個数は、カーテンの材質や厚さを勘案してカーテン長さ１ｍあた
り１～４個の範囲で適宜決定される。
【００１３】
　さらに、本発明のアコーディオンドアは、１枚の蛇腹状カーテンを用いたシングルカー
テン型のほか、２枚の蛇腹状カーテンを連結板で平行に連結したダブルカーテン型や、２
枚の蛇腹状カーテンを折り片を用いてハニカム状に連結したハニカムカーテン型のいずれ
にも適用が可能である。これらいずれの形式の場合も、カーテン自体が樹脂コーティング
層によって剛性を持つことから、シングルカーテン型では芯材が不要に、またダブルカー
テン型やハニカムカーテン型の場合には２枚のカーテン間のリンク機構が不要となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のアコーディオンドアによれば、折り線の刻設によりカーテンの折り片同士を密
着させて従来よりも薄く折り畳むことができるので、ドア開口部の間口を広く使うことが
できる。さらに、中間ランナの個数をカーテンの長さ１ｍあたり１～４個に減少すること
により、カーテンを折り畳んだ際にランナ同士が当接し合うことなく、カーテンを確実に
薄く折り畳むことができるので、ドア開口部を通過する際の利便性が一層高まる。
【００１５】
　またカーテンに、樹脂コーティングした布地や不織布，紙，合成樹脂のうちのいずれか
のシート材を用いるので、塩化ビニル製のシートを積層してカーテンとしていた従来品に
較べて、製作性と低コスト化の向上が図れる。しかも、材料コストの割に高級な質感を持
たせることができるので、付加価値が高まる。さらに本発明のカーテンは、意匠性にも富
むことから、高級な質感と相俟ってより一層付加価値を高めることができる。また、カー
テンが軽量となることから開閉時の操作性にも優れている。
【００１６】
　さらに本発明は、カーテン自体が樹脂コーティング層によって剛性を持つことから、シ
ングルカーテン型では芯材が不要に、またダブルカーテン型やハニカムカーテン型の場合
には２枚のカーテン間のリンク機構が不要となるので、より一層の低コスト化に寄与する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明のアコーディオンドアの各実施例を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図中、図１～図６は本発明をシングルカーテン型のアコーディオンドアに適用した第１
実施例を、また図７～図９は同じく本発明をシングルカーテン型のアコーディオンドアに
適用した第２実施例をそれぞれ示し、図１はアコーディオンドアの斜視図、図２はアコー
ディオンドアの断面平面図、図３は同じくアコーディオンドアの正面図、図４は同じくア
コーディオンドアの断面側面図、図５はカーテンを伸張した状態を示す拡大断面平面図、
図６は同じくカーテンを縮小した状態を示す拡大断面平面図、図７はアコーディオンドア
の正面図、図８は同じくアコーディオンドアの断面側面図、図９は同じくアコーディオン
ドアの断面平面図である。
【００１９】
　図１０～図１３は本発明をダブルカーテン型のアコーディオンドアに適用した第３実施
例を示し、図１０はアコーディオンドアの正面図、図１１は同じくアコーディオンドアの
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断面側面図、図１２は同じくアコーディオンドアの断面平面図、図１３は収納ホルダを固
着したアコーディオンドア下部の拡大正面図、図１４は本発明をハニカムカーテン型に適
用した第４実施例のアコーディオンドアを示す断面平面図である。
【００２０】
　図１～図６に示す第１実施例のアコーディオンドア１は、ドア枠２内の開口部を蛇腹状
に折り畳まれたカーテン３で開閉自在に覆うシングルカーテン型で、前記ドア枠２及びカ
ーテン３と、該カーテン３の一側部に付設されるガイドフレーム４と、前記ドア枠２の上
框２ａ内部に横架されるカーテンレール５と、該カーテンレール５に前記カーテン３を伸
縮自在に吊持する端部ランナ６ａ，６ｂ及び中間ランナ６ｃと、前記ドア枠２の一方の側
框２ｂでカーテン３を折り畳み状態に保持する収納ホルダ７と、該収納ホルダ７を覆う化
粧フレーム８とを備えている。
【００２１】
　前記カーテン３の材料には、厚さ０．１５～０．２ｍｍ程度の１枚の薄手な布地や不織
布，紙，合成樹脂のいずれかのシート材が１ｍの長さで用いられ、このシート材に各種の
模様や色彩あるいは梨地やエンボス等の表面加工が装飾意匠として施される。
【００２２】
　シート材の一方または双方の表面には樹脂コーティングが施され、これを所定幅ごと蛇
腹状に折り畳み、さらに蛇腹状に折り畳んだシート材を加熱プレスすることにより、蛇腹
状折り返し部のそれぞれに直線状の折り線３ａが縦方向に刻設される。
【００２３】
　このように、カーテン３は、前記材料のシート材表面が樹脂コーティング層に補強され
るため、蛇腹状折り返し部のそれぞれが直線状の折り線３ａとなるにもかかわらず柔軟性
があり、また折り線３ａ，３ａに挟まれる縦長の各折り片３ｂに適度な剛性力が確保され
る。
【００２４】
　前記ガイドフレーム４は、両側面中央に凹溝１０ａ，１０ａを上下長さに亘って形成し
、この凹溝１０ａ，１０ａをカーテン開閉時の手掛け部とした取っ手兼用型で、ガイドフ
レーム４の先端面には、ドア枠２の他方の側框２ｃに固着された吸磁体１１，１１に吸着
して、前記カーテン３の伸張状態を保持するマグネット１２，１２が埋設されている。
【００２５】
　カーテン３の上端両側部には２つの端部ランナ６ａ，６ａが固着され、またガイドフレ
ーム４の上端に１つの端部ランナ６ｂが固着されており、さらにカーテン３の上端中間部
に３つの中間ランナ６ｃ，６ｃ，６ｃが等間隔に固着されている。これらランナ６ａ～６
ｃは前記カーテンレール５に装着され、カーテン３を伸縮自在に吊持する。
【００２６】
　上記中間ランナ６ｃ，６ｃ，６ｃは、長さ１ｍのカーテン３に対してその中間部を従来
よりも少ない３つの個数で坦持するが、前記したように、カーテン３は布地や不織布，紙
，合成樹脂のいずれかを用いたシート材の表面を樹脂コーティング層が補強し、各折り片
３ｂに樹脂コーティング層による適度な剛性力が確保されるので、中間ランナ６ｃの個数
の減少にもカーテン３が下方へ撓むことがない。
【００２７】
　一方の側框２ｂには、この側框２ｂと同一上下長を持つ横断面コ字形の化粧フレーム８
が付設されており、さらにこの化粧フレーム８の内部上下に２つの収納ホルダ７，７が固
設されている。収納ホルダ７には、適度な可撓性を有する平面視略コ字状の金属板または
剛性樹脂板が用いられ、開口部両端には内向き湾曲するストッパ７ａ，７ａが設けられて
いる。
【００２８】
　前記カーテン３は、収納ホルダ７，７の底板７ｂ，７ｂに他側部をあてながら、該他側
部が化粧フレーム８とともに一方の側框２ｂに固着されており、先端のガイドフレーム４
を把持して開方向へ牽引した際には、図５に示すように、蛇腹状のカーテン３が伸張して
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収納ホルダ７から引き出され、また先端のガイドフレーム４を閉じ方向へ引き戻した際に
は、図６に示すように、カーテン３の全体が収納ホルダ７の内部へ蛇腹状に折り畳まれ、
この折り畳み状態を収納ホルダ７開口部両端のストッパ７ａ，７ａが保持する。
【００２９】
　本実施例のカーテン３は、布地や不織布，紙，合成樹脂のいずれかの薄手なシート材に
樹脂コーティングを施して形成され、さらに蛇腹状折り返し部のそれぞれに直線状の折り
線３ａを刻設したことから、カーテン３を収納ホルダ７の内部に収容した際には折り片３
ａ同士が密着するように折り畳まれるようになり、カーテン３の折り畳み厚さｔ１は従来
よりも薄いものとなる。
【００３０】
　このように、本実施例のアコーディオンドア１によれば、カーテン３を従来品よりも薄
く折り畳むことができるので、ドア枠２の開口部を広く使って通れるようになり、利便性
が高まる。また、カーテン３の上端中間部を吊持する中間ランナ６ｃの個数をカーテン３
の長さ１ｍに対して３個と少数に抑えながらカーテン３の撓みを防ぎつつも、カーテン３
を折り畳んだ際にランナ６ａ～６ｃ同士が当接し合うようなことはなく、従来よりも薄い
折り畳み厚さｔ１を確実に確保できる。
【００３１】
　つぎに、本発明の第２実施例～第４実施例を説明する。なお、これら実施例において、
上記第１実施例と同一構成部分については同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３２】
　図７～図９の第２実施例に示すシングルカーテン型のアコーディオンドア２０は、第１
実施例のアコーディオンドア１が、カーテン３の他側部をドア枠２の一方の側框２ｂに固
定し、カーテン３の一側部のみを開閉できるようにした片開き式であるのに対し、カーテ
ン３の両側部にマグネット１２，１２付きのガイドフレーム４，４を付設し、各ガイドフ
レーム４の上端に端部ランナ６ｂを固着するとともに、ドア枠２の左右の側框２ｂ，２ｃ
にはそれぞれ吸磁体１１を埋設して、カーテン３の双方の側部を開閉できるようにした両
開き式であり、その他の部分については第１実施例と同様に構成されている。
【００３３】
　図１０～図１３の第３実施例に示すダブルカーテン型のアコーディオンドア３０は、蛇
腹状に折り畳まれる２枚のカーテン３，３を平行に配置し、該カーテン３，３の間を上下
複数の連結板３１で連結し、カーテン３，３の両側部に取っ手兼用のガイドフレーム４，
４を付設して構成されている。
【００３４】
　ガイドフレーム４，４の上端には吊り下げ用の端部ランナ６ｂ，６ｂが固着され、また
カーテン３，３の中間部に位置する上部２つの連結板３１，３１には、同じく吊り下げ用
の中間ランナ６ｃ，６ｃが固着されており、さらにガイドフレーム４，４の下端には、カ
ーテン３，３の折り畳み状態を保持する収納ホルダ３２が固着されている。
【００３５】
　端部ランナ６ｂ，６ｂと中間ランナ６ｃ，６ｃはカーテンレール５に装着され、双方の
カーテン３，３がカーテンレール５から伸縮自在に吊持される。カーテン３，３の中間部
は従来よりも少ない２個の中間ランナ６ｃによって吊持されるが、布地や不織布，紙，合
成樹脂のいずれかを用いたシート材の表面を樹脂コーティング層が補強して、それぞれの
折り片３ｂに樹脂コーティング層による適度な剛性力が確保されるので、中間ランナ６ｃ
の個数の減少にもカーテン３が下方へ撓んでしまうといった不具合がない。
【００３６】
　前記連結板３１は、カーテン３，３との接合面積を確保するために両側部を折り片３ｂ
，３ｂの面と平行に合わせて接合されており、双方のカーテン３，３が一体に伸縮した際
に、折り片３ｂ，３ｂの角度変更に追随して傾きを変えるようになっている。
【００３７】
　前記収納ホルダ３２は、ケース３３ａにマグネット３４を突設した第１ピース３２ａと
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、ケース３３ｂに鉄等の吸磁体３５を突設した第２ピース３２ｂとからなっている。第１
，第２ピース３２ａ，３２ｂは、マグネット３４と吸磁体３５とを向き合わせながら、ケ
ース３３ａ，３３ｂをガイドフレーム４，４の下端に固着して取り付けられ、双方のカー
テン３，３を最小厚さに折り畳んだ際に、両ピース３２ａ，３２ｂのマグネット３４と吸
磁体３５とが吸着してカーテン３，３の折り畳み状態を保持するようにしている。
【００３８】
　図１４の第４実施例に示すハニカムカーテン型のアコーディオンドア４０は、蛇腹状に
折り畳まれる２枚のカーテン３，３を面対称に配置し、両カーテン３，３の互いに近接す
る蛇腹状折り返し部の折り線３ａ，３ａ間を折り片３ｂと同形の連結片３ｃでつなぐこと
により、六角形を一直線状に連続させた形状となしている。
【００３９】
　カーテン３，３の両側部には、取っ手兼用のガイドフレーム４，４が付設され、該ガイ
ドフレーム４，４の上端に吊り下げ用の端部ランナ６ｂ，６ｂが固着されるとともに、カ
ーテン３，３の中間部に位置する連結片３ｃに中間ランナ６ｃが１～４個の範囲で設けら
れており、本実施例も前記第３実施例のダブルカーテン型アコーディオンドア３０と同様
の作用効果を奏するものとしている。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１実施例を示すアコーディオンドアの斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例を示すアコーディオンドアの断面平面図である。
【図３】本発明の第１実施例を示すアコーディオンドアの正面図である。
【図４】本発明の第１実施例を示すアコーディオンドアの断面側面図である。
【図５】本発明の第１実施例を示すカーテンを伸張した状態を示す拡大断面平面図である
。
【図６】本発明の第１実施例を示すカーテンを縮小した状態を示す拡大断面平面図である
。
【図７】本発明の第２実施例を示すアコーディオンドアの正面図である。
【図８】本発明の第２実施例を示すアコーディオンドアの断面側面図である。
【図９】本発明の第２実施例を示すアコーディオンドアの断面平面図である。
【図１０】本発明の第３実施例を示すアコーディオンドアの正面図である。
【図１１】本発明の第３実施例を示すアコーディオンドアの断面側面図である。
【図１２】本発明の第３実施例を示すアコーディオンドアの断面平面図である。
【図１３】本発明の第３実施例を示す収納ホルダを固着したアコーディオンドア下部の拡
大正面図である。
【図１４】本発明の第４実施例を示すアコーディオンドアの断面平面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　　１，２０，３０,４０…アコーディオンドア
　　２…ドア枠
　　２ａ…上框
　　２ｂ，２ｃ…側框
　　３…カーテン
　　３ａ…折り線
　　３ｂ…折り片
　　３ｃ…連結片
　　４…ガイドフレーム
　　５…カーテンレール
　　６ａ，６ｂ…端部ランナ
　　６ｃ…中間ランナ
　　７，３２…収納ホルダ
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　　７ａ…ストッパ
　１０ａ…手掛け用の凹溝
　１１…吸磁体
　１２…マグネット
　３１…連結板
　３２ａ，３２ｂ…第１，第２ピース
　３３ａ，３３ｂ…ケース
　３４…マグネット
　３５…吸磁体
　ｔ１…カーテン３の折り畳み厚さ
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